
 

 

 

オイレスグループ 人事基本方針 

 

 

従業員は会社の大切な財産です 

 

オイレス工業の社是のもと、すべての従業員の人権を尊重します。 

従業員の多様な能力や個性を発揮できるようにします。 

従業員の安全と健康を守ります。 

柔軟で効率的な働き方ができるように職場環境を整えます。 

 

 

≪社是≫ 



 

【FAQ～よくある質問～】 
 
Q：子どもの食事のタイミングなどで休憩時間が前後することがあります。 
   休憩は通常勤務と同じ時間帯にとらなければいけませんか？ 
A：テレワーク勤務基準第６条では「テレワーク時の労働時間、休憩時間、時間外 
   勤務、休日等については、各就業規則の定めるところによる」と定めており、 
   原則として通常勤務と同じようにとって頂きますが、やむを得ない事情がある 
   場合は、事前に上司にご相談ください。 
 
 
Q：毎日の定時報告など、定期的な業務報告は必要ですか？ 
A：テレワーク勤務基準第10条では「テレワーク勤務者は、定期または必要に応じ 
   て臨時に（中略）所属長に対して業務報告をしなければならない。 」と定めて 
     います。頻度やタイミングは、事前に上司にご相談のうえ実施ください。 
  参考）職場により、オンラインで朝礼/夕礼を実施しているケースや、 
     業務日報、タスク管理アプリ（Microsoft Planner）を活用している 
     ケースもあります。職場に応じて適する手法をご検討ください。 
 
 
Q：事業場外みなし労働制は適用されますか？ 
A：当社でテレワークを実施される場合、事業場外みなし労働の適用条件には 
   合致しませんので、適用されません。詳しくは下記リンクをご確認ください。 
「テレワークを導入する場合、必ず事業場外みなし労働時間制を導入する必要はありますか。」(厚生
労働省 テレワーク総合ポータルサイトにジャンプします) 
 
 
Q：事業場外の勤務なので、日当は出ますか？ 
A：出ません。テレワークを実施する方は、食事補助･食事手当の対象外です。 
 
 
Q：通勤用に購入した定期券の取り扱いはどうなりますか？ 
A：テレワーク実施期間と定期券適用期間を確認し、勘案のうえ調整致します。 
   具体的な処置や金額については場合により異なります。 
   そのため、テレワーク実施前に必ずその旨人事部へご相談ください。 
 
 
Q：時間外はつきますか？ 
A：つきます。通常勤務時と同様、所定の申請をおこなってください。 
   36協定の締結が必要な場合も同様に、通常の締結経路に基づいて承認を得て 
   ください。 
 
   

 

【人材育成】 

すべての従業員が次のことを行うように支援します。 

・人権と多様性を尊重し、グローバルに活躍する 

・高い専門性を発揮し、創造と革新に挑戦し続ける 

・自律的に行動する 

・すべての関係者のためになることを生み出し、社会に貢献する 

 

≪人権の尊重≫ 
個人の人権を尊重し、人種、民族、性別、言語、宗教、政治的その

他の意見、国籍または社会的出自、財産、出生、職種、雇用形態等に

よる不当な差別を一切おこないません。また、いかなる時も機会の均

等を図るとともに、あらゆるハラスメントの防止に努めます。 

 

≪多様性の尊重≫ 
多様な背景を持つ人材一人ひとりがそれぞれの能力・個性を十分に

発揮できるよう、誰もが働きがいを感じられる企業風土づくりを進め

ます。 



 

【FAQ～よくある質問～】 
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   休憩は通常勤務と同じ時間帯にとらなければいけませんか？ 
A：テレワーク勤務基準第６条では「テレワーク時の労働時間、休憩時間、時間外 
   勤務、休日等については、各就業規則の定めるところによる」と定めており、 
   原則として通常勤務と同じようにとって頂きますが、やむを得ない事情がある 
   場合は、事前に上司にご相談ください。 
 
 
Q：毎日の定時報告など、定期的な業務報告は必要ですか？ 
A：テレワーク勤務基準第10条では「テレワーク勤務者は、定期または必要に応じ 
   て臨時に（中略）所属長に対して業務報告をしなければならない。 」と定めて 
     います。頻度やタイミングは、事前に上司にご相談のうえ実施ください。 
  参考）職場により、オンラインで朝礼/夕礼を実施しているケースや、 
     業務日報、タスク管理アプリ（Microsoft Planner）を活用している 
     ケースもあります。職場に応じて適する手法をご検討ください。 
 
 
Q：事業場外みなし労働制は適用されますか？ 
A：当社でテレワークを実施される場合、事業場外みなし労働の適用条件には 
   合致しませんので、適用されません。詳しくは下記リンクをご確認ください。 
「テレワークを導入する場合、必ず事業場外みなし労働時間制を導入する必要はありますか。」(厚生
労働省 テレワーク総合ポータルサイトにジャンプします) 
 
 
Q：事業場外の勤務なので、日当は出ますか？ 
A：出ません。テレワークを実施する方は、食事補助･食事手当の対象外です。 
 
 
Q：通勤用に購入した定期券の取り扱いはどうなりますか？ 
A：テレワーク実施期間と定期券適用期間を確認し、勘案のうえ調整致します。 
   具体的な処置や金額については場合により異なります。 
   そのため、テレワーク実施前に必ずその旨人事部へご相談ください。 
 
 
Q：時間外はつきますか？ 
A：つきます。通常勤務時と同様、所定の申請をおこなってください。 
   36協定の締結が必要な場合も同様に、通常の締結経路に基づいて承認を得て 
   ください。 
 
   

 

【職場環境整備】 

すべての従業員の安全と健康を守り、多様な働き方ができるように

職場環境の整備に努めます。 

 

≪安全で健康な職場づくり≫  

すべての従業員の安心・安全・健康・快適な職場をつくります。 

労働安全衛生管理システムで安全第一の社風をつくります。 

産業保健体制を構築維持し、従業員の健康維持・向上に努めます。 

 

≪ワークライフバランス≫ 
すべての従業員が仕事とプライベートを両立して、いきいきと暮ら

せるようにします。 

出産・育児・介護などのライフイベントにおいて、安心して継続的

に働くことができる就業支援制度を整備します。 
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